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　本
稿
の
目
的
は
、
延
暦
二
十
一
年
（
八
〇
二
）
に
桓
武
天
皇
が
最
澄
の
留
唐
を
許

可
し
た
理
由
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
本
稿
で
は
、
ま
ず
最
澄

が
留
学
を
必
要
と
考
え
た
理
由
を
明
ら
か
に
す
る
。
次
に
、
延
暦
二
十
一
年
に
開
催

さ
れ
た
高
雄
法
会
が
、
最
澄
の
留
唐
に
及
ぼ
し
た
影
響
に
注
目
し
て
検
討
し
て
い
く
。

高
雄
法
会
の
経
過
を
検
討
し
、
法
会
の
開
催
時
期
や
最
澄
の
参
加
時
期
に
つ
い
て
、
諸

研
究
者
の
間
で
議
論
が
存
在
す
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
こ
れ
ま
で
の
先
行
研
究
の
見

解
を
整
理
す
る
と
と
も
に
、
史
料
を
基
に
し
た
自
ら
の
分
析
を
通
じ
て
、
法
会
の
開

催
時
期
と
開
催
の
目
的
を
解
明
す
る
。
ま
た
、
桓
武
天
皇
が
こ
の
法
会
を
ど
の
よ
う

に
評
価
し
た
か
を
検
討
し
、
そ
の
評
価
を
通
じ
て
、
桓
武
天
皇
が
最
澄
の
留
唐
を
許

可
し
た
理
由
を
明
ら
か
に
す
る
。

　本
研
究
で
は
、
最
澄
の
入
唐
前
の
生
涯
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
主
に
『
叡
山

大
師
伝
』
を
使
用
し
て
い
る
。『
叡
山
大
師
伝
』
は
、
最
澄
の
弟
子
で
あ
る
一
乗
忠

が
編
纂
し
た
最
澄
の
伝
記
で
あ
る
1
。
薗
田
香
融
氏
は
、
こ
の
伝
記
が
最
澄
研
究
の

基
本
史
料
で
あ
り
、
僧
侶
の
別
伝
と
し
て
も
出
色
の
史
料
価
値
を
有
す
る
こ
と
を
指

摘
し
て
い
る
2
。
た
だ
し
、
前
述
の
よ
う
に
、
こ
の
史
料
は
最
澄
の
弟
子
が
書
い
た

も
の
で
あ
る
た
め
、
私
は
こ
の
伝
記
が
最
澄
に
対
す
る
記
述
に
偏
り
が
あ
る
可
能
性

が
あ
る
と
考
え
る
。
そ
の
た
め
、
本
研
究
で
は
『
叡
山
大
師
伝
』
に
加
え
、『
比
叡
山

延
暦
寺
元
初
祖
師
行
業
記
』
や
『
天
台
霞
標
』
な
ど
、
他
の
最
澄
の
伝
記
も
使
用
し

て
い
る
。

　最
澄
は
日
本
の
天
台
宗
の
開
祖
で
あ
り
、
平
安
時
代
初
期
の
仏
教
僧
で
あ
る
。『
叡
山

大
師
伝
』
に
よ
れ
ば
、
最
澄
の
俗
名
は
三
津
首
広
野
で
、
神
護
景
雲
元
年
（
七
六
七
）

に
近
江
国
で
生
ま
れ
た
。
延
暦
四
年
（
七
八
五
）
七
月
に
比
叡
山
に
登
り
、
山
中
で

修
行
を
始
め
、
延
暦
十
六
年
（
七
九
七
）
に
内
供
奉
と
な
る
。
そ
の
後
、
延
暦
十
七
年

（
七
九
八
）
十
一
月
に
比
叡
山
の
延
暦
寺
で
初
め
て
法
華
十
講
を
開
催
し
、『
叡
山
大

師
伝
』
が
成
立
す
る
頃
ま
で
毎
年
開
催
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
3
。

　『叡
山
大
師
伝
』
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
最
澄
は
延
暦
二
十
一
年
に
桓
武
天
皇
か
ら

留
唐
の
許
可
を
得
た
4
。
同
年
、
最
澄
は
和
気
広
世
（
弘
世
）
を
檀
主
と
す
る
高
雄

法
会
に
参
加
し
た
。
こ
の
高
雄
法
会
が
最
澄
の
入
唐
申
請
の
成
功
に
重
要
な
役
割
を

果
た
し
た
と
す
る
見
解
は
、
多
く
の
研
究
者
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
て
い
る
5
。

　し
た
が
っ
て
、
高
雄
法
会
が
最
澄
の
入
唐
に
影
響
を
与
え
た
か
ど
う
か
を
明
ら
か

に
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
最
澄
の
入
唐
申
請
の
経
緯
と
高
雄
法
会
の
開
催
過
程
を
詳

し
く
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

第
一
章

　
最
澄
の
入
唐
申
請

　本
章
の
目
的
は
、
最
澄
の
入
唐
申
請
の
過
程
を
通
じ
て
、
桓
武
天
皇
が
最
澄
の
天
台

教
学
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
態
度
を
示
し
て
い
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　ま
ず
、『
叡
山
大
師
伝
』
の
延
暦
二
十
一
年
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
最
澄
は
延
暦
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二
十
一
年
に
桓
武
天
皇
か
ら
還
学
生
と
し
て
の
入
唐
許
可
を
受
け
た
6
。

　こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
な
ぜ
最
澄
が
入
唐
留
学
を
必
要
と
考
え
た
か
と
い
う

点
で
あ
る
。
こ
の
問
い
へ
の
答
え
は
、
最
澄
が
桓
武
天
皇
に
提
出
し
た
入
唐
申
請
の

上
表
文
に
見
出
せ
る
と
私
は
考
え
る
。

　そ
こ
で
は
最
澄
が
入
唐
を
申
請
し
た
上
表
文
に
注
目
し
て
、
分
析
を
進
め
た
い
と

思
う
。

　『叡
山
大
師
伝
』
に
は
、
最
澄
が
入
唐
を
申
請
し
た
上
表
文
に
関
し
て
、
以
下
の

記
述
が
あ
る
。

【
史
料
①
】『
叡
山
大
師
伝
』
延
暦
二
十
一
年
九
月
七
日

（『
伝
教
大
師
全
集
』
第
五
巻
附
録
、
世
界
聖
典
刊
行
協
会
、
一
九
七
五
年
）

〔
原
文
〕詔

二

—

問
和
気
祭
酒
一
。
祭
酒
告
二
和
上
一
。
和
上
与
祭
酒
一
、
終
日
与
議
二
弘
法
之

道
一
。
故
上
表
云
、
沙
門
最
澄
言
、
最
澄
早
預
二
玄
門
一
、
幸
遇
二
昌
運
一
、
希
レ

聞
二
至
道
一
、
遊
二
心
法
筵
一
。
毎
恨
法
華
深
旨
未
二
詳
釈
一
。
幸
求
二

—

得
天
台
妙

記
一
、
披
閲
数
年
、
字
謬
行
脱
、
未
レ
顕
二
細
趣
一
。
若
不
レ
受
二
師
伝
一
、
雖
レ
得

不
レ
信
。
誠
願
差
二
留
学
生
、還
学
生
各
一
人
一
、令
レ
学
二
此
円
宗
一
。
師
師
相
続
、

伝
灯
無
レ
絶
也
。（
略
）

〔
書
き
下
し
文
〕

詔
し
て
和
気
祭
酒
に
問
う
。
祭
酒
、
和
上
に
告
ぐ
。
和
上
と
祭
酒
、
終
日
と
も

に
弘
法
の
道
を
議
す
、
故
に
上
表
し
て
云
く
、
沙
門
最
澄
言
す
。
最
澄
は
早
く

玄
門
に
預
り
、
幸
い
に
し
て
昌
運
に
遇
い
、
至
道
を
聞
く
を
希
い
、
心
を
法
筵

に
遊
ば
す
。
毎
に
法
華
の
深
旨
未
だ
詳
釈
さ
れ
ざ
る
こ
と
を
恨
む
。
幸
い
に
天

台
の
妙
記
を
求
め
得
、
披
閲
す
る
こ
と
数
年
、
字
は
謬
り
、
行
は
脱
け
、
未
だ

細
趣
を
顕
わ
さ
ず
。
若
し
、
師
伝
を
受
け
ざ
ら
ば
、
得
た
り
と
い
え
ど
も
信
じ

ら
れ
ず
。
誠
に
願
わ
く
ば
、
留
学
生
と
還
学
生
各
一
人
を
差
し
、
こ
の
円
宗
を

学
ば
し
め
よ
。
師
師
相
続
し
、
伝
灯
絶
ゆ
る
こ
と
無
か
ら
ん
。（
略
）

　こ
の
史
料
に
は
「
幸
い
に
天
台
の
妙
記
を
求
め
得
、」
と
書
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

最
澄
は
入
唐
前
に
は
天
台
の
文
献
に
触
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。「
毎
に
法
華
の
深

旨
未
だ
詳
釈
さ
れ
ざ
る
こ
と
を
恨
む
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
最
澄
は
『
法
華
経
』
の

深
奥
な
教
義
が
十
分
に
解
釈
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
対
し
、
常
々
遺
憾
の
念
を
抱
い

て
い
た
と
述
べ
て
い
る
。「
披
閲
す
る
こ
と
数
年
、
字
は
謬
り
、
行
は
脱
け
、
未
だ
細

趣
を
顕
わ
さ
ず
。」
と
書
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
最
澄
は
天
台
教
義
を
学
び
続
け

る
な
か
で
、
い
く
つ
か
の
誤
解
や
欠
落
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
き
、
そ
れ
が
教
義
を
深

く
理
解
す
る
妨
げ
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
う
し
た
背
景
か
ら
、

最
澄
が
入
唐
留
学
を
必
要
と
考
え
た
理
由
は
、
上
表
文
の
「
若
し
、
師
伝
を
受
け
ざ

ら
ば
、
得
た
り
と
い
え
ど
も
信
じ
ら
れ
ず
。」
と
書
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
師
か

ら
の
直
接
的
な
伝
授
が
な
け
れ
ば
、
正
し
い
知
識
を
得
た
と
し
て
も
そ
れ
を
信
じ
る

こ
と
が
で
き
な
い
と
考
え
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　つ
ま
り
、
最
澄
は
、
天
台
の
教
義
を
天
台
経
典
を
通
じ
て
学
ぶ
こ
と
は
可
能
で
あ

る
も
の
の
、
経
典
の
内
容
に
は
文
字
の
誤
り
や
脱
漏
が
含
ま
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ

る
た
め
、
そ
の
真
意
を
正
確
に
は
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
考
え
て
い
た
こ
と

が
わ
か
る
。
そ
の
た
め
、
師
か
ら
の
直
接
的
な
指
導
が
不
可
欠
で
あ
る
と
上
表
文
の

中
で
主
張
し
て
い
る
。

　た
だ
し
、
彼
の
上
表
文
に
は
、
自
身
を
留
学
生
ま
た
は
還
学
生
と
し
て
入
唐
さ
せ

る
こ
と
を
具
体
的
に
求
め
る
記
述
は
見
ら
れ
な
い
。
一
方
で
、『
叡
山
大
師
伝
』
に

載
せ
て
い
る
よ
う
に
、
桓
武
天
皇
が
彼
に
通
訳
を
担
当
す
る
者
と
し
て
義
真
を
同
行

さ
せ
た
こ
と
か
ら
考
え
る
と
7
、
当
時
の
最
澄
自
身
は
漢
字
や
当
時
の
中
国
語
の
理

解
が
不
十
分
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

　こ
こ
で
疑
問
と
な
る
の
は
、
入
唐
前
の
最
澄
が
ど
の
よ
う
に
し
て
天
台
経
典
を
入

手
し
た
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
問
い
へ
の
答
え
は
、『
叡
山
大
師
伝
』
に
載
せ

て
い
た
最
澄
の
入
山
修
行
に
関
す
る
記
述
の
中
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
私
は
考

え
る
。

　最
澄
の
入
山
修
行
に
関
し
て
、『
叡
山
大
師
伝
』
に
は
以
下
の
記
述
が
あ
る
。

【
史
料
②
】『
叡
山
大
師
伝
』
延
暦
四
年
―
延
暦
十
六
年

（『
伝
教
大
師
全
集
』
第
五
巻
附
録
、
世
界
聖
典
刊
行
協
会
、
一
九
七
五
年
）

〔
原
文
〕於

レ
是
大
師
随
レ
得
、
披
二

—

覧
起
信
論
疏
、
幷
華
厳
五
教
等
一
。
猶
尚
二
天
台
一
以

為
二
指
南
一
。
毎
レ
見
二
此
文
一
、不
レ
覚
下
レ
涙
。
慨
然
無
レ
由
レ
披
二

—

閲
天
台
教
迹
一
。

是
時
邂
逅
値
下

—
遇
知
二
天
台
法
文
所
在
一
人
上
。
因
レ
玆
得
レ
写
二

—

取
円
頓
止
観
・
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法
華
玄
義
、
幷
法
華
文
句
疏
・
四
教
義
・
維
摩
疏
等
一
。
此
是
故
大
唐
鑑
真
和

尚
将
来
也
。

〔
書
き
下
し
文
〕

是
に
於
い
て
、
大
師
は
得
る
に
随
っ
て
、
起
信
論
疏
、
幷
び
に
華
厳
五
教
等
を

披
覧
す
。
猶
、
天
台
を
尚
び
て
以
て
指
南
と
為
す
。
此
の
文
を
見
る
毎
に
、
覚

え
ず
し
て
涙
を
下
す
。
慨
然
と
し
て
、
天
台
の
教
迹
を
披
閲
す
る
由
無
し
。
是

の
時
、
邂
逅
に
し
て
、
天
台
の
法
文
の
所
在
を
知
る
人
に
値
遇
す
。
玆
に
因
て
、

円
頓
止
観
・
法
華
玄
義
、
幷
び
に
法
華
文
句
疏
・
四
教
義
・
維
摩
疏
等
を
写
し

取
る
こ
と
を
得
た
り
。
此
是
れ
は
、
故
大
唐
鑑
真
和
尚
が
将
来
な
り
。

　こ
の
史
料
に
よ
れ
ば
、
最
澄
は
入
山
修
行
中
に
天
台
教
義
の
所
在
を
知
る
人
物
と

偶
然
に
出
会
い
、
そ
の
人
物
を
通
じ
て
鑑
真
が
日
本
に
も
た
ら
し
た
経
典
の
所
在
を

知
っ
た
。
そ
し
て
、
最
澄
は
こ
れ
ら
の
経
典
を
写
し
取
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　た
だ
し
、
最
澄
が
写
し
取
っ
た
経
典
が
本
当
に
鑑
真
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も

の
か
に
つ
い
て
は
、
異
な
る
見
解
を
持
つ
研
究
者
が
い
る
。
ま
ず
、
田
村
晃
祐
氏
は
、

『
叡
山
大
師
伝
』
に
載
せ
て
い
る
『
維
摩
疏
』
は
鑑
真
が
日
本
に
将
来
し
た
も
の
で

は
な
い
と
考
え
て
い
る
8
。
田
村
晃
祐
氏
は
、『
唐
大
和
上
東
征
伝
』
に
お
い
て
『
維

摩
疏
』
の
名
前
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
点
に
着
目
し
、
こ
の
書
が
本
当
に
鑑
真
に
よ
っ

て
将
来
し
た
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
疑
問
を
呈
し
た
。

　一
方
で
、
大
久
保
良
峻
氏
は
『
維
摩
疏
』
が
鑑
真
に
よ
っ
て
将
来
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
9
。
大
久
保
良
峻
氏
は
『
叡
山
大
師
伝
』
に
載
せ
て
い
る
『
維

摩
疏
』
が
、
実
際
、『
唐
大
和
上
東
征
伝
』
に
記
載
さ
れ
て
い
る
『
維
摩
経
略
疏
』
を

指
し
て
い
る
と
考
え
た
。

　『唐
大
和
上
東
征
伝
』
に
よ
れ
ば
10
、
鑑
真
が
来
日
時
に
『
維
摩
疏
』
を
携
行
し

た
と
い
う
記
録
は
確
認
で
き
な
い
。
た
だ
し
、『
唐
大
和
上
東
征
伝
』
に
は
鑑
真
が

将
来
し
た
経
典
の
目
録
す
べ
て
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
か
ど
う
か
は
確
証
が
な
い
。
こ

の
場
合
、
私
は
『
維
摩
疏
』
が
鑑
真
ま
た
は
そ
の
関
係
者
か
ら
将
来
し
た
可
能
性
は

否
定
で
き
な
い
と
考
え
る
。

　で
は
、
前
掲
し
た
『
叡
山
大
師
伝
』
を
載
せ
て
い
る
最
澄
の
上
表
文
か
ら
、
最
澄

は
自
分
が
数
年
に
わ
た
る
習
学
を
通
じ
て
も
、
自
身
の
理
解
が
正
確
で
あ
る
か
確
信

を
持
つ
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
考
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
た
め
、
最
澄

は
桓
武
天
皇
に
、
還
学
生
と
留
学
生
を
そ
れ
ぞ
れ
一
名
派
遣
し
、
天
台
を
学
ば
せ
る

こ
と
を
要
請
し
た
。
こ
の
上
表
に
対
す
る
、
桓
武
天
皇
の
返
答
に
つ
い
て
は
、『
叡

山
大
師
伝
』
に
載
せ
て
い
る
。

　『叡
山
大
師
伝
』
に
最
澄
の
上
表
に
対
す
る
桓
武
天
皇
の
態
度
に
関
し
て
、
以
下

の
記
述
が
あ
る
。

【
史
料
③
】『
叡
山
大
師
伝
』
延
暦
二
十
一
年
九
月
七
日

（『
伝
教
大
師
全
集
』
第
五
巻
附
録
、
世
界
聖
典
刊
行
協
会
、
一
九
七
五
年
）

〔
原
文
〕即

依
二
上
表
一
、
允
二

—

許
天
台
法
華
宗
留
学
生
円
基
・
妙
澄
等
一
。

〔
書
き
下
し
文
〕

即
ち
、
上
表
に
依
り
、
天
台
法
華
宗
の
留
学
生
円
基
・
妙
澄
等
を
允
許
す
。

　こ
の
史
料
に
よ
れ
ば
、
桓
武
天
皇
が
最
澄
の
主
張
を
認
め
、
円
基
と
妙
澄
を
留
学

生
と
し
て
派
遣
す
る
こ
と
を
許
可
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
私
は
こ
の
記
述
の
注
目
す

べ
き
と
こ
ろ
は
桓
武
天
皇
が
最
澄
自
身
を
還
学
生
と
し
て
直
接
任
命
す
る
勅
を
下
し

て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
と
考
え
る
。

　一
方
で
、
最
澄
自
身
が
著
し
た
『
顕
戒
論
縁
起
』【
史
料
④
】
の
記
述
か
ら
、
延

暦
二
十
一
年
九
月
十
三
日
に
最
澄
が
入
唐
許
可
の
勅
を
受
け
取
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
、『
叡
山
大
師
伝
』
に
記
載
の
最
澄
が
和
気
入
鹿
を
通
じ
て
提
出
し
た
謝
表
の

内
容
は
、『
顕
戒
論
縁
起
』
に
記
さ
れ
た
内
容
と
一
致
し
て
い
る
。
こ
の
謝
表
の
内

容
に
関
し
て
、『
顕
戒
論
縁
起
』
に
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

【
史
料
④
】『
顕
戒
論
縁
起
』
延
暦
二
十
一
年
九
月
十
三
日

（『
日
本
思
想
大
系
・
四
』、
岩
波
書
店
、
一
九
七
四
）

〔
原
文
〕　謝

三

　勅
二
差
求
法
使
一
表
一
首

沙
門
最
澄
言
。
伏
奉
二

　勅
旨
一
、
差
二
求
法
使
一
、
任
レ
興
二
法
道
一
。
最
澄
荷
二

非
分

　詔
一
。
罔
レ
知
レ
攸
レ
措
也
、
但
身
隠
二
山
中
一
。
不
レ
知
二
進
退
一
。
才
拙
二

錐
刀
一
、
未
レ
別
二
菽
麦
一
。
雖
レ
然
、
追
二
尋
香
之
誠
一
、
仰
二
雪
嶺
之
信
一
、
励
二

微
劣
之
心
一
、
答
二

　天
朝
之
命
一
。
不
レ
任
二
悚
荷
之
至
一
。
謹
附
二
少
納
言
近
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衛
将
監
従
五
位
下
大
朝
臣
入
鹿
一
。
奉
レ
表
陳
謝
以
聞
。
軽
犯
二
威
厳
一
。
伏
深

戦
慄
。
謹
言

延
暦
二
十
一
年
九
月
十
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　沙
門
最
澄
上
表

〔
書
き
下
し
文
〕（
薗
田
氏
の
書
き
下
し
文
に
従
っ
た
）

　求
法
使
を
勅
差
す
る
こ
と
を
謝
す
の
表
一
首

沙
門
最
澄
言
す
。
伏
し
て
勅
旨
を
奉
ず
る
に
、
求
法
の
使
に
差
せ
ら
れ
、
興
法

の
道
に
任
ぜ
ら
る
。
最
澄
非
分
の
詔
を
荷
ひ
て
、
措
く
攸
を
知
る
こ
と
な
し
。

た
だ
身
、
山
中
に
隠
れ
て
進
退
を
知
ら
ず
。
才
、
錐
刀
よ
り
拙
く
し
て
未
だ
菽

麦
を
別
へ
ず
。
然
り
と
雖
も
、
尋
香
の
誠
を
追
ひ
、
雪
嶺
の
信
を
仰
ぎ
、
微
劣

の
心
を
励
ま
し
て
、
天
朝
の
命
に
答
へ
ん
。
悚
荷
の
至
り
に
任
へ
ず
。
謹
ん
で

少
納
言
近
衛
将
監
従
五
位
下
大
朝
臣
入
鹿
に
附
し
、
表
を
奉
り
て
、
陳
謝
し
て

以
て
聞
す
。
軽
し
く
威
厳
を
犯
す
。
伏
し
て
深
く
戦
慄
す
。
謹
ん
で
言
す
。

　
　延
暦
二
十
一
年
九
月
十
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　沙
門
最
澄
表
を
上
る

　『顕
戒
論
縁
起
』
は
最
澄
自
身
に
よ
る
著
作
で
あ
り
、
最
澄
の
生
涯
を
研
究
す
る

上
重
要
な
史
料
的
価
値
を
有
す
る
。
し
か
し
、
同
書
に
お
け
る
最
澄
の
入
唐
以
前
の

記
述
少
な
く
、
そ
の
た
め
本
研
究
で
は
多
く
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
た

だ
し
、
こ
の
史
料
に
基
づ
き
、
謝
表
の
作
成
時
期
が
延
暦
二
十
一
年
九
月
十
三
日
で

あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　ま
た
、「
伏
し
て
勅
旨
を
奉
ず
る
に
、
求
法
の
使
に
差
せ
ら
れ
、
興
法
の
道
に
任

ぜ
ら
る
。」
に
よ
れ
ば
、
最
澄
が
入
唐
求
法
の
許
可
を
得
た
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
謝

表
を
作
成
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
更
に
、「
微
劣
の
心
を
励
ま
し
て
、
天
朝
の
命
に

答
へ
ん
。」
に
よ
れ
ば
、
こ
の
許
可
が
桓
武
天
皇
か
ら
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と

が
確
認
で
き
る
。
つ
ま
り
、
最
澄
が
延
暦
二
十
一
年
の
九
月
十
三
日
に
桓
武
天
皇
か

ら
入
唐
し
て
天
台
を
学
ぶ
許
可
を
受
け
た
の
は
事
実
で
あ
る
。

　で
は
、
桓
武
天
皇
は
い
つ
、
そ
し
て
何
を
き
っ
か
け
に
そ
の
考
え
を
改
め
た
の
だ

ろ
う
か
。
私
は
こ
の
問
題
を
明
ら
か
す
る
た
め
に
、
注
目
す
べ
き
な
の
は
『
叡
山
大

師
伝
』
の
桓
武
天
皇
が
延
暦
二
十
一
年
九
月
十
二
日
に
和
気
広
世
を
召
し
た
記
述
で

あ
る
。

　桓
武
天
皇
は
和
気
広
世
を
召
し
た
件
に
関
し
て
、『
叡
山
大
師
伝
』
に
は
以
下
の

記
述
が
あ
る
。

【
史
料
⑤
】『
叡
山
大
師
伝
』
延
暦
二
十
一
年
九
月
十
二
日

（『
伝
教
大
師
全
集
』
第
五
巻
附
録
、
世
界
聖
典
刊
行
協
会
、
一
九
七
五
年
）

〔
原
文
〕又

同
月
十
二
日
、
詔
二
臣
弘
世
一
。
夫
髻
中
明
珠
也
、
無
レ
勇
而
無
レ
賜
、
妙
高

衆
宝
也
無
レ
信
而
無
レ
取
。
是
以
南
岳
高
跡
、
天
台
遺
旨
、
薄
徳
寡
福
、
豈
敢
得
哉
。

今
最
澄
闍
梨
、
久
居
二
東
山
一
、
宿
縁
相
追
、
披
二

—

覧
此
典
一
、
既
探
二
妙
旨
一
。

自
非
二
久
修
業
所
得
一
、
誰
敢
体
二
此
心
一
哉
。

〔
書
き
下
し
文
〕

又
同
月
十
二
日
、
臣
弘
世
に
詔
す
。
夫
れ
、
髻
中
の
明
珠
と
は
、
勇
な
く
し
て

賜
わ
る
こ
と
な
く
、
妙
高
の
衆
宝
と
は
信
な
く
し
て
取
る
こ
と
な
し
。
是
を
以

て
、
南
岳
の
高
跡
、
天
台
の
遺
旨
、
薄
徳
寡
福
、
豈
に
敢
て
得
ん
や
。
今
、
最

澄
闍
梨
、
久
し
く
東
山
に
居
し
、
宿
縁
相
追
い
て
、
此
の
典
を
披
覧
し
、
既
に

妙
旨
を
探
る
。
自
ら
久
し
く
修
業
し
得
ら
る
る
に
非
ず
、
誰
ぞ
敢
え
て
此
の
心

に
体
せ
ん
や
。

　こ
の
史
料
に
よ
れ
ば
、
延
暦
二
十
一
年
九
月
十
二
日
に
桓
武
天
皇
は
和
気
広
世
に

詔
を
下
し
て
い
る
。『
叡
山
大
師
伝
』
に
は
桓
武
天
皇
が
和
気
広
世
を
召
見
し
た
目

的
に
つ
い
て
の
記
載
は
な
い
も
の
の
、
桓
武
天
皇
が
和
気
広
世
に
最
澄
を
還
学
生
と

し
て
任
命
す
る
理
由
は
わ
か
る
。

　こ
の
史
料
の
「
自
ら
久
し
く
修
業
し
得
ら
る
る
に
非
ず
、
誰
ぞ
敢
え
て
此
の
心
に

体
せ
ん
や
。」
に
よ
れ
ば
、
桓
武
天
皇
が
最
澄
を
還
学
生
と
し
て
任
命
し
た
理
由
は

最
澄
が
長
い
時
間
を
か
け
て
天
台
教
義
を
学
び
、
天
台
宗
へ
の
強
い
渇
望
を
抱
い
て

い
た
点
に
あ
る
。
桓
武
天
皇
が
最
澄
を
還
学
生
と
し
て
任
命
し
た
理
由
に
つ
い
て
の

記
述
は
『
叡
山
大
師
伝
』
だ
け
に
載
せ
て
い
る
。
私
は
こ
の
記
述
の
正
確
性
に
つ
い

て
疑
問
を
抱
い
て
い
る
。
そ
の
原
因
は
桓
武
天
皇
が
入
唐
留
学
の
人
選
を
決
定
し
た

後
、
和
気
広
世
を
召
し
、
再
び
入
唐
留
学
の
人
選
に
つ
い
て
相
談
し
た
と
い
う
件
に

つ
い
て
は
、
真
相
を
断
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
と
思
う
。

　こ
の
た
め
、
和
気
広
世
が
桓
武
天
皇
と
入
唐
の
人
選
に
つ
い
て
具
体
的
に
話
し

合
っ
た
か
ど
う
か
を
こ
の
史
料
の
み
か
ら
判
断
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
し
か
し
、

以
上
の
史
料
【
史
料
④
】【
史
料
⑤
】
を
総
合
す
る
と
最
澄
が
還
学
生
と
し
て
入
唐

す
る
任
命
が
桓
武
天
皇
に
よ
っ
て
下
さ
れ
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
私
は
こ
の
こ
と
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か
ら
、
桓
武
天
皇
が
最
澄
の
入
唐
と
天
台
教
義
の
教
学
を
支
持
し
て
い
た
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
と
判
断
で
き
る
と
考
え
る
。

　で
は
な
ぜ
桓
武
天
皇
は
最
澄
の
入
唐
を
支
持
し
た
か
。
私
は
こ
こ
で
注
目
す
べ
き

な
の
は
延
暦
二
十
一
年
に
開
催
さ
れ
た
高
雄
法
会
だ
と
考
え
る
。
多
く
の
研
究
者
が

指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
11
、
こ
の
背
景
に
は
同
年
に
和
気
広
世
が
高
雄
山
寺
で
開
催

さ
れ
た
高
雄
法
会
が
影
響
を
与
え
た
可
能
性
が
高
い
。

第
二
章

　
高
雄
法
会
の
開
催

　本
章
の
目
的
は
『
叡
山
大
師
伝
』
に
載
せ
て
い
る
延
暦
二
十
一
年
正
月
に
開
催
し

た
高
雄
法
会
の
記
述
を
解
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
高
雄
法
会
の
実
態
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
で
あ
る
。
私
は
延
暦
二
十
一
年
の
高
雄
法
会
が
最
澄
の
入
唐
申
請
に
与
え

た
影
響
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
、
高
雄
法
会
の
具
体
的
な
状
況
を
知
る
必
要
が
あ
る

と
考
え
る
。
こ
の
高
雄
法
会
に
関
し
て
は
、『
叡
山
大
師
伝
』
に
は
次
の
よ
う
な
記

述
が
あ
る
。

【
史
料
⑥
】『
叡
山
大
師
伝
』
延
暦
二
十
一
年
正
月
十
九
日
（『
伝
教
大
師
全
集
』
第

五
巻
附
録
、
世
界
聖
典
刊
行
協
会
、
一
九
七
五
年
）

〔
原
文
〕以

二
廿
一
年
正
月
十
九
日
一
、
延
二
善
議
・
勝
猷
・
奉
基
・
寵
忍
・
賢
玉
・
安
福
・

勤
操
・
修
円
・
慈
詰
・
玄
耀
・
歳
光
・
道
証
・
光
証
・
観
敏
等
十
有
余
大
徳
一
、

於
二
高
雄
山
寺
一
、
講
二

—

演
天
台
妙
旨
一
。
即
祭
酒
、
請
二
大
師
一
文
云
、
弟
子
弘
世
、

稽
二

—

首
和
三

—

南
比
叡
大
忍
辱
者
禅
儀
一
。
此
高
雄
法
会
、
厚
蒙
二
恩
誨
一
、
勤
二

—

励
鈍
根
一
、
憑
二

—

仰
聖
徳
一
、
欲
レ
果
二
此
事
一
。
然
今
度
会
者
非
二
唯
世
門
常
修

功
徳
之
事
一
。
委
曲
之
趣
、
元
来
所
レ
照
。
故
仰
望
二
仙
儀
一
、
専
為
二
此
会
之

主
一
。
伏
乞
大
慈
。
必
垂
二
哀
愍
一
。
夏
始
（
終
カ
）明
日
、降
二

—

臨
高
雄
一
、預
加
二
指
撝
一
、

相
二二

—

待
聖
容
一
、
是
深
所
レ
憑
。
種
種
之
事
、
可
二
奉
レ
面
量
定
一
。
更
不
二
一
二
。

又
批
云
。
千
載
永
例
、今
度
可
レ
始
。
自
レ
非
二
奉
面
一
、毎
事
多
レ
疑
。
乞
必
降
垂
。

興
二
隆
仏
日
一
。
即
赴
二
祭
酒
請
一
、
共
起
二
伝
燈
之
基
一
、
始
開
二
仏
乗
之
直
道
一
。

〔
書
き
下
し
文
〕

廿
一
年
正
月
十
九
日
を
以
て
、
善
議
・
勝
猷
・
奉
基
・
寵
忍
・
賢
玉
・
安
福
・

勤
操
・
修
円
・
慈
詰
・
玄
耀
・
歳
光
・
道
証
・
光
証
・
観
敏
等
十
余
有
の
大
徳

を
延
し
、
高
雄
山
寺
に
於
い
て
、
天
台
妙
旨
を
講
演
せ
し
む
。
即
ち
祭
酒
、
大

師
を
請
ず
る
文
に
云
く
、
弟
子
弘
世
、
比
叡
大
忍
辱
者
禅
儀
に
稽
首
和
南
す
。

此
の
高
雄
法
会
、
厚
く
恩
誨
を
蒙
り
、
鈍
根
を
勤
励
し
、
聖
徳
を
憑
仰
し
、
此

の
事
を
果
た
さ
ん
と
欲
す
。
然
る
に
今
度
の
会
者
は
唯
だ
世
門
の
常
の
修
功
徳

の
事
の
み
に
非
ず
。
委
曲
の
趣
き
、
元
来
照
ら
す
所
、
故
に
仰
ぎ
て
仙
儀
を
望

み
、
専
ら
此
の
会
の
主
に
為
ん
と
。
伏
し
て
乞
う
ら
く
は
大
慈
し
て
、
必
ず
哀

愍
を
垂
れ
、
夏
始

（
終
カ
）の
明
く
る
日
、
高
雄
に
降
臨
し
、
預
か
り
て
指
撝
を
加
え
よ
と
。

聖
容
を
相
待
ち
、
是
れ
深
く
憑
み
と
す
る
所
な
り
。
種
種
の
事
、
面
を
奉
じ
て

量
定
す
べ
し
。
更
に
一
二
な
ら
ず
。
又
批
し
て
云
く
、
千
載
の
永
例
、
今
度
始

ま
る
べ
し
。
奉
面
に
非
ざ
る
自
り
は
、
毎
事
に
疑
い
多
か
る
べ
し
。
乞
う
ら
く

は
、
必
ず
降
垂
し
て
、
仏
日
を
興
隆
せ
ん
と
。
即
ち
祭
酒
の
請
い
に
赴
き
、
共

に
伝
灯
の
基
を
起
こ
し
、
仏
乗
の
直
道
を
開
く
。

　こ
の
史
料
に
よ
れ
ば
、
延
暦
二
十
一
年
、
和
気
広
世
は
善
議
・
勝
猷
・
奉
基
・
寵

忍
・
賢
玉
・
安
福
・
勤
操
・
修
円
・
慈
詰
・
玄
耀
・
歳
光
・
道
証
・
光
証
・
観
敏
の

十
数
名
の
高
僧
を
招
請
し
て
、
高
雄
山
寺
で
天
台
経
典
の
講
演
法
会
を
開
催
し
た
こ

と
が
わ
か
る
。
た
だ
し
、
こ
の
記
述
だ
け
で
は
、
和
気
広
世
が
こ
れ
ら
十
四
人
の
み

を
招
請
し
た
か
ど
う
か
は
確
認
で
き
な
い
。
ま
た
、
最
澄
が
こ
の
法
会
に
参
加
し
た

か
、
或
い
は
ど
の
よ
う
な
身
分
で
こ
の
法
会
に
参
加
し
た
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。

　こ
の
史
料
の
傍
線
部
分
は
、
和
気
広
世
が
最
澄
を
招
請
す
る
と
き
に
書
い
た
手
紙

で
あ
る
。
ま
ず
、
私
は
こ
の
手
紙
の
中
で
注
目
す
べ
き
内
容
は
二
つ
あ
る
と
考
え
る
。

一
つ
目
は
「
然
る
に
今
度
の
会
者
は
唯
だ
世
門
の
常
の
修
功
徳
の
事
の
み
に
非
ず
。」

で
あ
る
。
こ
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
和
気
広
世
が
最
澄
を
招
請
し
た
際
に
自
分
は
今
回

の
法
会
は
他
の
法
会
と
は
違
う
と
考
え
て
お
り
、
こ
の
法
会
の
重
要
性
を
最
澄
に
強

調
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
二
つ
目
は
「
夏
始
の
明
く
る
日
、
高
雄
に
降
臨
し
、
預

か
り
て
指
撝
を
加
え
よ
と
。」
で
あ
る
。
こ
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
和
気
広
世
が
最
澄

を
招
請
し
た
目
的
は
、
法
会
に
関
し
て
相
談
し
た
い
、
招
請
時
期
は
「
夏
始
明
日
」、

場
所
は
高
雄
山
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
次
に
、
最
澄
は
こ
の
招
請
に
対
す
る
態
度

252
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は
「
即
ち
祭
酒
の
請
い
に
赴
き
、
共
に
伝
灯
の
基
を
起
こ
し
、
仏
乗
の
直
道
を
開
く
。」

で
あ
る
。
こ
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
最
澄
は
こ
の
招
請
を
受
け
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　こ
の
記
述
の
問
題
点
は
多
く
の
研
究
者
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
ま
ず
、
最
澄
の
招

請
時
期
が
「
夏
始
明
日
」
で
あ
る
の
は
不
合
理
な
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、「
夏
始
明
日
」

と
法
会
の
開
始
時
期
は
ず
れ
が
あ
る
12
。
私
は
こ
の
問
題
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に

は
、
ま
ず
和
気
広
世
は
最
澄
を
招
請
し
た
時
期
の
「
夏
始
明
日
」
は
い
つ
を
指
し
て

い
る
か
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
こ
こ
の
「
夏
」
は
「
夏
安
居
」

を
指
す
と
考
え
る
研
究
者
が
多
い
13
。
夏
安
居
と
は
僧
が
一
定
の
場
所
に
こ
も
り
、

遊
行
中
の
罪
を
懺
悔
し
、
修
行
し
た
年
中
行
事
で
あ
る
。
田
村
晃
祐
氏
は
最
初
、
こ

の
夏
は
季
節
と
考
え
て
い
た
が
14
、
そ
の
後
の
研
究
で
は
考
え
を
改
め
、
夏
安
居
と

認
め
て
い
る
15
。
ま
た
、薗
田
香
融
氏
が
、こ
の
「
夏
始
明
日
」
は
「
夏
安
居
」
の
明
日
、

す
な
わ
ち
四
月
十
五
日
の
意
味
だ
と
指
摘
し
た
が
16
、
こ
れ
は
計
算
ミ
ス
だ
と
考
え

る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
夏
安
居
の
時
期
に
関
し
て
、『
延
喜
式
』
玄
蕃
寮
の
安
居
条
は

次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

【
史
料
⑦
】『
延
喜
式
』
玄
蕃
寮

　安
居
条

（『
伝
教
大
師
全
集
』
第
五
巻
附
録
、
世
界
聖
典
刊
行
協
会
、
一
九
七
五
年
）

〔
原
文
〕凡

十
五
大
寺
安
居
者
、
寺
別
請
二
講
師
・
読
師
、
及
法
用
僧
三
口
・
咒
願
・
散

華
・
唄
各
一
口
、
幷
定
座
沙
弥
一
口
、
講
読
師
沙
弥
各
一
口
一
。
其
法
用
以
上
者
、

僧
綱
簡
点
。
但
講
師
者
、
寮
允
以
上
相
共
簡
定
。
普
請
二
諸
宗
一
。
三
月
下
旬

牒
二

—

送
治
部
一
申
レ
官
。
四
月
上
旬
請
之
。
幷
起
二
四
月
十
五
日
一
尽
二
七
月
十
五

日
一
。

〔
書
き
下
し
文
〕

凡
そ
十
五
大
寺
の
安
居
は
、
寺
別
に
講
師
・
読
師
、
及
び
法
用
僧
三
口
、
咒
願
・

散
華
・
唄
は
各
々
一
口
幷
に
定
座
沙
弥
一
名
、
講
読
師
の
沙
弥
各
々
一
口
を
請

ず
。
其
の
法
用
以
上
は
僧
綱
が
簡
点
す
。
但
し
、
講
師
は
、
寮
允
以
上
相
共
に

簡
定
す
。
普
く
諸
宗
よ
り
請
ず
。
三
月
下
旬
治
部
省
に
牒
送
し
官
に
申
す
。
四

月
上
旬
こ
れ
を
請
ず
。
四
月
十
五
日
よ
り
起
こ
し
て
七
月
十
五
日
に
尽
く
。

　こ
の
史
料
の
「
四
月
十
五
日
よ
り
起
こ
り
て
七
月
十
五
日
に
尽
く
」
に
よ
れ
ば
、

夏
安
居
時
期
は
四
月
十
五
日
か
ら
七
月
十
五
日
ま
で
で
あ
り
、「
夏
始
明
日
」
で
あ
れ

ば
四
月
十
六
日
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
佐
伯
有
清
氏
は
、
和
気
広
世
が
「
夏
始
明
日
」

（
四
月
十
六
日
）
に
最
澄
を
高
雄
山
寺
に
招
請
す
る
の
は
不
適
切
で
、
招
請
時
期
は
『
叡

山
大
師
伝
』
の
他
の
写
本
に
載
せ
る
「
夏
終
明
日
」（
七
月
十
六
日
）
の
ほ
う
が
よ

い
こ
と
を
指
摘
し
た
17
。
確
か
に
、
夏
安
居
の
間
は
遊
行
中
の
罪
を
懺
悔
す
る
た
め
、

外
出
を
避
け
て
い
る
は
ず
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
私
は
和
気
広
世
が
夏
安
居
が
始
ま
っ

た
明
日
に
最
澄
を
高
雄
山
寺
に
招
請
す
る
の
は
不
適
切
な
こ
と
と
考
え
る
。
こ
れ
ら

の
こ
と
か
ら
、
佐
伯
有
清
氏
の
「
夏
終
明
日
」
を
「
夏
始
明
日
」
と
誤
記
し
た
と
見

る
説
は
合
理
的
だ
と
私
は
考
え
る
。

　で
は
最
澄
は
延
暦
二
十
一
年
の
高
雄
法
会
に
参
加
し
て
い
た
の
か
。
私
は
こ
の
問

題
を
解
決
す
る
た
め
に
は
『
叡
山
大
師
伝
』
以
外
の
高
雄
法
会
関
係
の
史
料
を
調
査

す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。『
天
台
霞
標
』
は
、
明
和
八
年
（
一
七
七
一
）、
最
澄
の

九
五
〇
回
忌
を
記
念
し
て
金
竜
敬
雄
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
、
三
巻
が
あ
る
。

　『天
台
霞
標
』
に
は
高
雄
法
会
に
関
し
て
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

【
史
料
⑧
】『
天
台
霞
標
』
延
暦
二
十
一
年
正
月

（『
大
日
本
佛
教
全
書
』、
佛
書
刊
行
会
編
纂
、
一
九
一
四
）

〔
原
文
〕延

暦
廿
一
年
正
月
。
和
気
弘
世
・
同
弟
真
綱
、
屈
二
善
議
・
勝
猷
・
奉
基
・
寵

忍
・
賢
玉
・
安
福
・
勤
操
・
修
円
・
慈
詰
・
玄
耀
・
歳
光
・
道
証
・
光
証
・
観

敏
等
十
余
師
於
高
雄
山
寺
一
。
講
二
天
台
三
大
部
一
。
請
二
大
師
一
。
為
二
証
義
者
一
。

此
講
自
レ
春
涉
レ
秋
。
中
間
大
師
、
帰
レ
山
結
レ
夏
。
此
書
蓋
在
二
其
時
。
故
云
夏

終
明
日
。
降
二
臨
高
雄
一
也
。

〔
書
き
下
し
文
〕

延
暦
廿
一
年
正
月
。
和
気
弘
世
、
同
じ
く
弟
真
綱
、
善
議
・
勝
猷
・
奉
基
・
寵

忍
・
賢
玉
・
安
福
・
勤
操
・
修
円
・
慈
詰
・
玄
耀
・
歳
光
・
道
証
・
光
証
・
観

敏
等
の
十
余
の
師
を
高
雄
山
寺
に
屈
し
、
天
台
三
大
部
を
講
ず
。
大
師
を
請
い

て
、
証
義
者
と
為
す
。
此
の
講
春
よ
り
秋
に
涉
る
。
中
間
、
大
師
は
山
に
帰
り
、

夏
を
結
ぶ
。
此
の
書
蓋
し
そ
の
時
に
あ
り
。
故
に
云
く
、
夏
終
の
明
く
る
日
、

高
雄
に
降
臨
す
る
な
り
と
。
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　「大
師
を
請
い
て
、
証
義
者
と
為
す
。」
に
よ
れ
ば
、
和
気
広
世
は
最
澄
を
十
四
人

の
高
僧
と
は
違
っ
て
、
講
師
と
し
て
で
は
な
く
、
証
義
者
と
し
て
こ
の
法
会
に
招
請

し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
法
会
の
途
中
か
ら
、
最
澄
は
一
度
高
雄
山
を
離
れ
て

夏
安
居
を
行
い
、
夏
安
居
が
終
わ
る
頃
に
再
び
高
雄
山
へ
戻
っ
た
こ
と
も
わ
か
る
。

確
か
に
夏
安
居
が
終
わ
っ
た
翌
日
に
最
澄
を
招
請
し
た
と
読
む
方
が
合
理
的
だ
と
考

え
る
。

　で
は
、
な
ぜ
法
会
は
正
月
十
九
日
に
開
催
し
た
の
に
、
和
気
広
世
は
七
月
十
六
日

ま
で
に
最
澄
を
招
請
し
た
か
。
塩
入
亮
忠
氏
が
、
正
月
十
九
日
は
高
雄
法
会
参
加
者

に
招
請
状
を
発
送
し
た
時
期
と
読
む
べ
き
こ
と
を
指
摘
し
た
18
。
た
だ
し
、
高
雄
法

会
に
関
し
て
、『
比
叡
山
延
暦
寺
元
初
祖
師
行
業
記
』
に
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ

る
。『
比
叡
山
延
暦
寺
元
初
祖
師
行
業
記
』
は
最
澄
の
弟
子
で
あ
る
円
珍
が
編
纂
し

た
最
澄
の
伝
記
で
あ
る
。
佐
伯
有
清
氏
は
、『
比
叡
大
師
行
記
』
と
『
比
叡
山
延
暦

寺
元
初
祖
師
行
業
記
』
が
同
一
の
伝
記
で
あ
り
、
円
珍
が
『
叡
山
大
師
伝
』
を
整
理
・

抄
写
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
と
、
巻
末
に
載
せ
て
い
る
元
慶
五
年
（
八
八
一
）
七
月

二
十
日
は
、
伝
記
の
完
成
時
期
で
は
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
19
。

【
史
料
⑨
】『
比
叡
山
延
暦
寺
元
初
祖
師
行
業
記
』
延
暦
二
十
一
年
正
月
十
九
日

（『
伝
教
大
師
全
集
』
第
五
巻
附
録
、
世
界
聖
典
刊
行
協
会
、
一
九
七
五
年
）

〔
原
文
〕廿

一
年
正
月
十
九
日
。
屈
二
善
議
等
十
大
徳
於
高
雄
山
寺
一
、講
二

—
演
天
台
法
文
一
。

請
二
祖
師
一
為
二
証
者
一
。

〔
書
き
下
し
文
〕

廿
一
年
正
月
十
九
日
。
善
議
等
の
十
大
徳
を
高
雄
山
寺
に
屈
し
、
天
台
法
文
を

講
演
す
。
祖
師
を
請
じ
て
証
者
と
為
す
。

　こ
の
史
料
に
よ
れ
ば
、
正
月
十
九
日
に
高
雄
山
寺
で
法
会
が
行
わ
れ
、
最
澄
を
証

義
者
と
し
て
招
請
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　で
は
、
高
雄
法
会
は
正
月
十
九
日
に
開
催
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
和
気

広
世
は
延
暦
二
十
一
年
七
月
十
六
日
に
最
澄
を
招
請
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
薗
田
香
融

氏
は
、
最
澄
が
法
会
開
催
の
三
ヶ
月
後
に
招
待
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
、
正
月
の
法

会
が
始
ま
り
、
同
年
四
月
中
旬
に
、
和
気
広
世
が
最
澄
を
法
会
に
招
請
し
た
こ
と
と

指
摘
し
て
い
る
20
。
ま
た
、田
村
晃
祐
氏
は
、こ
の
「
請
大
師
文
」
の
内
容
に
よ
る
と
、

こ
の
招
待
状
は
延
暦
二
十
年
の
夏
に
最
澄
に
送
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
延
暦
二
十
一

年
で
は
な
い
と
指
摘
し
た
21
。

　こ
こ
で
注
目
す
べ
き
と
こ
ろ
は
、
和
気
広
世
が
最
澄
を
招
請
し
た
理
由
で
あ
る
。

前
揭
し
た
史
料
の
よ
う
に
、
和
気
広
世
が
最
澄
を
招
請
し
た
目
的
は
、
正
月
十
九
日

の
法
会
に
最
澄
を
証
義
者
と
し
て
参
加
さ
せ
る
た
め
で
は
な
く
、
高
雄
山
寺
で
法

会
の
詳
細
に
つ
い
て
相
談
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、「
夏
終
明
日
」
は
、
最

澄
が
法
会
に
参
加
し
た
日
で
は
な
く
、
和
気
広
世
と
法
会
の
内
容
に
つ
い
て
相
談
し

た
日
で
あ
る
と
読
む
べ
き
で
あ
る
。
田
村
晃
祐
氏
が
指
摘
し
た
よ
う
に
22
、【
史
料
⑥
】

の
「
請
大
師
文
」
は
法
会
の
詳
細
に
つ
い
て
相
談
す
る
た
め
で
あ
り
、
法
会
が
始
ま
っ

て
か
ら
最
澄
を
招
請
す
る
こ
と
が
不
自
然
な
こ
と
で
あ
る
。

　ま
た
、
和
気
広
世
と
最
澄
の
出
会
い
に
関
し
て
、『
叡
山
大
師
伝
』
に
は
次
の
よ

う
な
記
述
が
あ
る
。

【
史
料
⑩
】『
叡
山
大
師
伝
』
延
暦
二
十
年
十
一
月
中
旬

（『
伝
教
大
師
全
集
』
第
五
巻
附
録
、
世
界
聖
典
刊
行
協
会
、
一
九
七
五
年
）

〔
原
文
〕是

以
二
十
年
十
一
月
中
旬
。
於
二
比
叡
峰
一
乗
止
観
院
一
。
延
二

—

請
勝
猷
・
奉
基
・

寵
忍
・
賢
玉
・
光
証
・
観
敏
・
慈
詰
・
安
福
・
玄
耀
等
十
箇
大
徳
一
。
其
請
書
詞
云
。

（
中
略
）
陳
請
以
聞
時
諸
大
徳
、
赴
二

—

応
此
請
一
、
各
講
二
一
軸
一
。
振
二
法
鼓
於

深
壑
一
。
賓
主
徘
二

—

徊
三
乗
之
路
一
。
飛
二
義
旗
於
高
峰
一
、
長
幼
摧
二

—

破
三
有

之
結
一
猶
未
改
二
歴
切
之
轍
一
。
混
二
白
牛
於
門
外
一
。
豈
若
レ
昇
二
初
発
之
位
一
。

悟
二
阿
茶
於
宅
内
一
。
各
結
二
芳
志
一
。
座
終
而
去
矣
。
時
有
二
国
子
祭
酒
吏
部
侍

郎
朝
議
大
夫
和
気
朝
臣
弘
世
。
并
真
綱
等
一
。
生
レ
自
二
積
善
一
、
伝
レ
燈
為
二
懐
。

宿
縁
所
レ
追
。
奉
二

—

侍
大
師
一
。
霊
山
之
妙
法
、
聞
二
於
南
岳
一
、
總
持
之
妙
悟

開
二
於
天
台
一
。
慨
二
一
乗
之
擁
滞
一
。
悲
二
三
諦
之
未
顕
一
。

〔
書
き
下
し
文
〕

是
を
以
て
二
十
年
十
一
月
中
旬
、
比
叡
峰
一
乗
止
観
院
に
於
い
て
、
勝
猷
・
奉

基
・
寵
忍
・
賢
玉
・
光
証
・
観
敏
・
慈
詰
・
安
福
・
玄
耀
等
十
箇
の
大
徳
を
延

請
す
。
其
の
請
書
の
詞
に
云
わ
く
、「（
中
略
）」。
陳
請
し
て
以
て
聞
す
。
時
に
、

諸
大
徳
こ
の
請
に
赴
応
し
、
各
々
一
軸
を
講
ず
。
法
鼓
を
深
壑
に
振
い
、
賓
主

250
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は
三
乗
の
路
を
徘
徊
す
。
義
旗
を
高
峰
に
飛
ば
し
、
長
幼
、
三
有
の
結
を
摧
破
し
、

猶
未
だ
歴
切
の
轍
を
改
め
ず
。
白
牛
を
門
外
に
混
じ
え
、
豈
に
初
発
の
位
に
昇

る
に
若
か
ん
や
。
阿
茶
を
宅
内
に
悟
り
、
各
々
芳
志
を
結
び
、
座
終
わ
り
て
去

る
。
時
に
国
子
祭
酒
吏
部
侍
郎
朝
議
大
夫
の
和
気
朝
臣
弘
世
、
并
び
に
真
綱
等

有
り
。
積
善
自
り
生
ま
れ
、
燈
を
伝
え
て
懐
と
為
す
。
宿
縁
追
う
所
、
大
師
に

奉
侍
す
。
霊
山
の
妙
法
を
南
岳
に
聞
き
、
総
持
の
妙
悟
を
天
台
に
闢
く
。
一
乗
の

擁
滞
を
慨
き
、
三
諦
の
未
だ
顕
れ
ざ
る
を
悲
し
む
。

　こ
の
史
料
に
よ
れ
ば
、最
澄
と
和
気
広
世
は
延
暦
二
十
年
で
既
に
出
会
っ
て
お
り
、

和
気
広
世
が
天
台
宗
に
関
心
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
は
高
雄
法
会
以
前
で
あ
る
こ

と
が
わ
か
る
。

　和
気
広
世
は
延
暦
二
十
年
に
「
一
乗
の
擁
滞
を
慨
き
、
三
諦
の
未
だ
顕
れ
ざ
る
を

悲
し
む
。」
と
感
じ
た
。「
一
乗
」
と
は
、
衆
生
を
仏
の
悟
り
へ
導
く
た
め
の
教
え
や

経
典
を
指
し
、「
三
諦
」
は
天
台
宗
の
空
、
仮
、
中
の
三
つ
の
真
理
の
意
味
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
る
と
、
は
和
気
広
世
は
、
一
乗
が
十
分
に
発
展
し
て
い
な
い
こ
と
に
怒
り
、

三
諦
が
明
確
に
示
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
悲
し
み
を
抱
い
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
れ
は
、
こ
の
時
期
で
和
気
広
世
が
最
澄
と
天
台
宗
に
関
心
を
持
ち
始
め
た
こ
と
を

示
し
て
い
る
。
こ
の
史
料
に
よ
れ
ば
、
和
気
広
世
は
延
暦
二
十
一
年
前
か
ら
最
澄
と

天
台
を
知
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　こ
の
こ
と
か
ら
私
は
こ
の
招
請
を
、
延
暦
二
十
一
年
の
高
雄
法
会
の
途
中
と
す
る

薗
田
香
融
氏
の
説
よ
り
、
延
暦
二
十
一
年
正
月
十
九
日
、
高
雄
法
会
が
開
催
さ
れ
る

前
と
見
る
田
村
晃
祐
氏
の
説
が
合
理
的
で
あ
る
と
考
え
る
。
つ
ま
り
、
和
気
広
世
は

延
暦
二
十
年
の
七
月
十
六
日
に
最
澄
を
高
雄
山
に
招
請
し
、
法
会
の
詳
細
を
相
談
し

た
。
そ
の
後
、
和
気
広
世
は
延
暦
二
十
一
年
の
正
月
十
九
日
に
南
都
の
十
四
高
僧
を

講
師
と
し
て
招
請
し
、
高
雄
法
会
を
開
催
し
た
。
最
澄
は
証
義
者
と
し
て
こ
の
法
会

に
参
加
し
た
と
考
え
る
。

第
三
章

　
高
雄
法
会
の
目
的
と
桓
武
天
皇

　本
章
の
目
的
は
延
暦
二
十
一
年
の
日
本
仏
教
の
背
景
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
和

気
広
世
が
高
雄
法
会
を
開
催
し
た
目
的
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
桓

武
天
皇
の
高
雄
法
会
に
対
す
る
評
価
か
ら
、
桓
武
天
皇
の
天
台
に
対
す
る
評
価
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
も
目
的
で
あ
る
。

　で
は
、
和
気
広
世
が
何
の
た
め
に
こ
の
法
会
を
開
催
し
た
か
。
田
村
晃
祐
氏
は
、

和
気
広
虫
の
死
後
三
年
の
追
福
を
目
的
に
開
催
し
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
田
村

晃
祐
氏
は
前
掲
し
た
「
請
大
師
文
」【
史
料
⑥
】
の
中
で
和
気
広
世
が
「
然
る
に
今

度
の
会
者
は
唯
だ
世
門
の
常
の
修
功
徳
の
事
の
み
に
非
ず
。」
と
最
澄
に
強
調
し
た

も
の
で
あ
り
、
最
澄
に
相
談
し
た
目
的
は
和
気
広
虫
の
遺
言
に
従
い
天
台
教
義
を
広

め
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
23
。
延
暦
二
十
一
年
の
正
月
開
催
し
た
高
雄
法

会
と
和
気
広
虫
と
関
係
が
あ
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
和
気
広
虫
の

遺
言
を
知
る
必
要
が
あ
る
と
と
私
は
考
え
る
。

　和
気
広
虫
の
遺
言
に
関
し
て
『
日
本
後
紀
』
の
延
暦
十
八
年
二
月
乙
未
条
に
は
次

の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

【
史
料
⑪
】『
日
本
後
紀
』
延
暦
十
八
年
（
八
〇
〇
）
二
月
乙
未
（
廿
一
）
条

（『
國
史
大
系
』、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇
）

〔
原
文
〕贈

正
三
位
行
民
部
卿
兼
造
宮
大
夫
美
作
備
前
国
造
和
気
朝
臣
清
麻
呂
薨
、（
中

略
）
姉
広
虫
又
掌
二
吐
納
一
。（
中
略
）
延
暦
十
七
年
24

正
月
十
九
日
薨
。
与
二

弟
卿
一
約
レ
期
云
、
諸
七
及
服
闋
之
日
、
勿
レ
労
二
追
福
一
。
唯
与
二
二
三
行
者
一
、

坐
二
静
室
一
、
事
二
礼
懺
一
耳
。
後
世
子
孫
、
仰
二
吾
二
人
一
以
為
二
法
則
一
。

〔
書
き
下
し
文
〕

贈
正
三
位
行
民
部
卿
兼
造
宮
大
夫
美
作
備
前
国
造
和
気
朝
臣
清
麻
呂
は
薨
ず
、

（
中
略
）
姉
広
虫
、
又
、
吐
納
を
掌
る
。（
中
略
）
延
暦
十
七
年
正
月
十
九
日
薨

ず
。
弟
卿
と
期
を
約
し
て
云
う
、
諸
七
及
び
服
闋
の
日
、
労
し
て
追
福
す
る
こ

と
勿
れ
。
唯
だ
二
三
の
行
者
と
、
静
室
に
坐
し
て
、
礼
懺
の
事
の
み
。
後
世
の

子
孫
、
吾
二
人
を
仰
ぎ
て
法
則
と
為
せ
。
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　私
は
こ
の
史
料
の
注
目
す
べ
き
と
こ
ろ
は
和
気
広
虫
の
自
分
の
「
服
闋
」
に
つ
い

て
の
希
望
と
考
え
る
。「
諸
七
及
び
服
闋
の
日
、
労
し
て
追
福
す
る
こ
と
勿
れ
。
唯

だ
二
三
の
行
者
と
、
静
室
に
坐
し
て
、
礼
懺
を
事
す
の
み
。」
に
よ
れ
ば
、
和
気
広

虫
は
服
闋
期
間
は
わ
ざ
わ
ざ
追
福
し
な
い
よ
う
に
、
た
だ
二
、三
人
の
行
者
に
静
か

な
部
屋
に
座
れ
、
簡
単
な
儀
式
を
行
う
こ
と
を
望
ん
で
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
確
か

に
高
雄
法
会
は
和
気
広
虫
の
忌
日
の
翌
日
に
開
始
さ
れ
た
。
た
だ
し
、
和
気
広
虫
の

遺
言
と
は
異
な
り
、
高
雄
法
会
は
大
規
模
な
も
の
で
、
南
都
六
宗
の
高
僧
十
四
名
が

招
待
さ
れ
た
。
和
気
広
世
が
こ
の
時
期
で
和
気
広
虫
を
偲
ぶ
意
図
が
な
か
っ
た
と
断

定
で
き
な
い
。
し
か
し
、
前
述
の
よ
う
に
、
高
雄
法
会
の
内
容
は
和
気
広
虫
の
遺
志

と
は
大
き
く
異
な
る
の
は
事
実
で
あ
る
。
私
は
仮
に
和
気
広
世
が
和
気
広
虫
の
追
福

を
主
な
目
的
と
し
て
高
雄
法
会
を
開
催
し
た
と
す
れ
ば
、
伯
母
の
遺
志
と
異
な
る
内

容
で
法
会
を
行
う
こ
と
は
不
合
理
な
こ
と
と
考
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
私
は
高
雄
法

会
は
和
気
広
虫
の
追
福
を
目
的
に
し
て
開
か
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
考
え
る
。

　で
は
も
し
高
雄
法
会
の
開
催
と
和
気
広
虫
の
追
福
と
が
関
係
な
い
と
し
た
ら
、
和

気
広
世
は
な
ぜ
高
雄
法
会
を
開
催
し
た
か
。
私
は
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
な
の
は
和
気

広
世
が
招
請
し
た
十
四
人
の
南
都
六
宗
の
高
僧
で
あ
る
。
既
に
多
く
の
研
究
者
が
指

摘
し
た
よ
う
に
、
延
暦
二
十
年
の
法
華
十
講
に
関
し
て
『
叡
山
大
師
伝
』
の
記
述
に

名
前
を
載
せ
て
い
る
九
人
の
高
僧
は
す
べ
て
延
暦
二
十
一
年
の
高
雄
法
会
に
参
加
し

て
い
た
。
高
雄
法
会
に
関
し
て
『
叡
山
大
師
伝
』
の
記
述
の
中
に
新
た
に
登
場
し
て

い
る
五
人
は
善
議
・
勤
操
・
修
円
・
歳
光
・
道
証
で
あ
る
25
。
私
は
こ
の
五
人
の
中

で
注
目
す
べ
き
な
の
は
善
議
・
勤
操
・
修
円
・
歳
光
・
道
証
四
人
だ
と
考
え
る
。
そ

の
原
因
は
多
く
の
研
究
者
が
既
に
指
摘
し
た
よ
う
に
26
、
善
議
は
大
安
寺
の
三
論
宗

の
僧
で
あ
る
27
。
勤
操
は
善
議
の
門
弟
で
あ
り
、
善
議
と
同
じ
く
三
論
宗
の
僧
で
あ

る
28
。
修
円
は
興
福
寺
の
法
相
宗
の
僧
で
あ
る
29
。
道
証
は
修
円
と
同
じ
く
興
福
寺

の
僧
で
あ
る
30
。
佐
伯
有
清
氏
は
和
気
広
世
が
こ
の
四
人
を
招
請
し
た
こ
と
か
ら
、

こ
の
時
の
高
雄
法
会
の
開
催
と
三
論
宗
や
法
相
宗
と
関
連
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し

た
31
。
ま
た
、
薗
田
香
融
氏
は
、
こ
こ
に
注
目
す
べ
き
な
の
は
、
同
年
の
正
月
十
三

日
に
桓
武
天
皇
が
下
し
た
御
斎
会
と
維
摩
会
に
僧
侶
を
招
請
に
関
す
る
官
符
と
指
摘

し
た
32
。

　三
論
宗
と
法
相
宗
の
延
暦
二
十
一
年
の
関
係
に
つ
い
て
、
当
時
の
桓
武
天
皇
が
延

暦
二
十
一
年
正
月
十
三
日
に
下
し
た
官
符
で
わ
か
る
。
桓
武
天
皇
が
延
暦
二
十
一
年

正
月
十
三
日
に
下
し
た
官
符
に
関
し
て
、『
類
聚
三
代
格
』
巻
二
に
は
次
の
よ
う
な

記
述
が
あ
る
。

【
史
料
⑫
】『
類
聚
三
代
格
』
巻
二
、
経
論
并
法
法
会
請
僧
事

（『
國
史
大
系
』、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
二
）

〔
原
文
〕太

政
官
符

　応
三
正
月
御
斎
会
及
維
摩
等
会
均
請
二
六
宗
学
僧
一
事

右
被
二
右
大
臣
宣
一
称
、奉
レ

　勅
。
上
件
諸
宗
。
各
有
二
所
趣
一
。
欲
レ
興
二
仏
教
一
。

廃
レ
一
不
レ
可
。
如
レ
聞
。
三
論
法
相
。
彼
此
角
争
。
阿
党
朋
肩
。
欲
レ
専
二
己
宗
。

更
相
抑
屈
。
恐
有
レ
所
レ
絶
。
自
レ
今
以
後
。
件
等
之
会
。
宜
下
均
請
二
諸
宗
一
勿
レ

聴
二
偏
阿
一
。
周
二

—

知
諸
寺
一
分
レ
業
競
学
上
。

　延
暦
廿
一
年
正
月
十
三
日

〔
書
き
下
し
文
〕

太
政
官
符
す
。

応
に
正
月
の
御
斎
会
及
び
維
摩
会
等
の
会
に
均
し
く
六
宗
の
学
僧
を
請
ず
べ

き
事

右
、
右
大
臣
の
宣
を
被
り
て
称
く
、
勅
を
奉
ず
る
に
、
上
件
の
諸
宗
、
各
々
趣

き
を
有
す
。
仏
教
を
興
さ
ん
と
欲
す
る
に
、
一
つ
を
廃
す
る
べ
か
ら
ず
。
聞
く

な
ら
く
、
三
論
法
相
、
彼
れ
此
れ
角
争
し
、
阿
党
朋
肩
す
。
己
の
宗
を
専
ら
に

せ
ん
と
欲
す
。
更
に
相
抑
屈
し
て
、
恐
ら
く
絶
す
る
所
有
り
。
今
よ
り
以
後
、

件
等
の
会
、
宜
し
く
均
し
く
諸
宗
を
請
じ
、
偏
阿
を
聴
す
な
か
れ
。
諸
寺
に
周

知
し
、
業
を
分
か
ち
て
競
学
す
べ
し
。

　延
暦
廿
一
年
正
月
十
三
日

　こ
の
史
料
に
よ
れ
ば
、
桓
武
天
皇
は
、
三
論
宗
と
法
相
宗
が
そ
れ
ぞ
れ
自
ら
宗
の

教
え
に
専
念
し
争
い
を
続
け
て
い
る
こ
と
を
意
識
し
、
一
方
が
抑
制
さ
れ
れ
ば
衰
退

の
兆
し
が
現
れ
る
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
、
正
月
の
御
斎
会
と
十
月
の
維
摩
会
の

二
つ
の
法
会
に
六
宗
の
僧
を
平
等
に
招
請
す
る
よ
う
命
じ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
私
は

こ
の
勅
か
ら
、
当
時
三
論
宗
と
法
相
宗
の
争
い
が
朝
廷
の
命
令
に
よ
る
調
停
を
必
要

と
す
る
ま
で
に
発
展
し
て
い
た
と
考
え
る
。
薗
田
香
融
氏
が
指
摘
し
た
通
り
33
、
こ

248
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の
太
政
官
符
で
注
目
す
べ
き
と
こ
ろ
は
そ
の
発
布
時
期
で
あ
る
。
延
暦
二
十
一
年
の

正
月
十
三
日
、こ
れ
は
ち
ょ
う
ど
高
雄
法
会
が
開
催
さ
れ
る
六
日
前
の
こ
と
で
あ
り
、

こ
こ
に
重
要
な
意
味
が
あ
る
と
薗
田
香
融
を
指
摘
し
て
い
る
34
。
私
も
、
こ
の
官
符

が
高
雄
法
会
に
一
定
の
影
響
を
与
え
た
と
考
え
る
。
理
由
と
し
て
は
、
前
述
の
よ
う

に
、
高
雄
法
会
に
招
待
さ
れ
た
十
四
人
の
高
僧
の
中
で
、
延
暦
二
十
年
の
法
華
十
講

に
参
加
し
な
か
っ
た
高
僧
が
五
人
い
る
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
の
中
の
四
人
の
中
で

善
議
と
勤
操
は
大
安
寺
の
三
論
宗
の
僧
侶
で
あ
り
、
修
円
と
道
証
は
法
相
宗
の
僧
侶

で
あ
る
。

　前
揭
し
た
延
暦
二
十
一
年
正
月
十
三
日
の
官
符
に
よ
れ
ば
、
延
暦
二
十
一
年
に
は

法
相
宗
と
三
論
宗
の
対
立
が
、
朝
廷
に
よ
る
調
整
が
必
要
な
ほ
ど
深
刻
な
問
題
と

な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
、
和
気
広
世
が
法
相
宗
と
三

論
宗
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
二
人
の
高
僧
を
高
雄
法
会
に
招
待
し
た
こ
と
は
、
こ
の
法
会
が

主
に
法
相
宗
と
三
論
宗
の
対
立
を
調
整
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た
こ
と
を
示
し

て
い
る
と
私
は
考
え
る
。

　で
は
、
桓
武
天
皇
は
高
雄
法
会
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
評
価
を
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　高
雄
法
会
に
対
す
る
桓
武
天
皇
の
評
価
に
つ
い
て
は
、『
叡
山
大
師
伝
』
に
次
の
よ

う
な
記
述
が
あ
る
。

【
史
料
⑬
】『
叡
山
大
師
伝
』
延
暦
二
十
一
年

（『
伝
教
大
師
全
集
』
第
五
巻
附
録
、
世
界
聖
典
刊
行
協
会
、
一
九
七
五
年
）

〔
原
文
〕主

上
聴
二
師
資
之
芳
志
・
宣
揚
之
洪
基
一
。
勅
二
治
部
大
輔
正
五
位
上
和
気
朝
臣

入
鹿
一
口
宣
。
昔
者
給
孤
須
達
、
降
二
能
仁
於
祇
陀
之
苑
一
、
求
法
常
啼
。
聞
二

般
若
於
尋
香
之
城
一
。
是
以
和
気
朝
臣
、
延
二
二
六
之
龍
象
、
一
乗
之
法
筵
一
、

演
二

—

暢
天
台
法
華
玄
義
等
一
。
所
以
慧
日
増
レ
光
。
禅
河
澂
レ
流
。
一
乗
之
玄
猷
。

始
開
二
於
城
内
一
。
三
学
之
軏
範
。
遂
被
二
於
人
天
一
。
像
季
伝
灯
。
古
今
未
レ
聞
。

随
二

—

喜
法
筵
、
称
二

—

歎
功
徳
一
。

〔
書
き
下
し
文
〕

主
上
は
師
資
の
芳
志
・
宣
揚
の
洪
基
を
聴
く
。
治
部
大
輔
正
五
位
上
和
気
朝
臣

入
鹿
に
勅
し
て
、
口
宣
す
。
昔
、
給
孤
須
達
は
、
能
仁
を
祇
陀
の
苑
に
降
し
、

求
法
の
常
啼
は
、
般
若
を
尋
香
の
城
に
聞
く
。
是
を
以
て
和
気
朝
臣
、
二
六
の

龍
象
を
一
乗
の
法
筵
に
延
べ
、
天
台
法
華
玄
義
等
を
演
暢
す
。
所
以
、
慧
は
日
々

光
を
増
し
、
禅
河
は
流
れ
を
澂
す
。
一
乗
の
玄
猷
は
始
め
て
城
内
を
開
き
、
三

学
の
軏
範
は
遂
に
人
天
を
被
う
。
像
季
の
伝
灯
は
古
今
未
だ
聞
か
ず
。
法
筵
を

随
喜
し
、
功
徳
を
称
歎
す
。

　こ
の
史
料
に
よ
れ
ば
、
桓
武
天
皇
は
和
気
広
世
が
高
僧
を
招
請
し
、
天
台
宗
の
教

義
を
共
に
講
じ
た
こ
と
を
、
須
達
長
者
が
祇
陀
太
子
の
僧
園
で
釈
尊
を
迎
え
た
行
為

や
、
常
啼
菩
薩
が
東
方
の
尋
香
城
で
般
若
教
義
を
聞
い
た
壮
挙
と
並
ぶ
も
の
と
見
な

し
て
い
る
。
い
ず
れ
も
仏
教
史
に
お
け
る
偉
大
な
功
績
と
し
て
称
え
ら
れ
る
べ
き
も

の
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　ま
た
、
今
回
の
法
会
は
単
に
天
台
宗
の
深
奥
な
教
義
を
日
本
で
初
め
て
広
め
た
だ

け
で
な
く
、
戒
・
定
・
慧
の
三
学
修
行
の
基
礎
を
築
き
、
多
く
の
衆
生
の
覚
悟
に
新

た
な
道
を
切
り
開
い
た
と
も
評
価
さ
れ
る
。
桓
武
天
皇
は
こ
の
法
会
を
か
つ
て
な
い

意
義
深
い
仏
法
伝
承
の
場
で
あ
る
と
高
く
称
賛
し
た
。

　で
は
、
な
ぜ
桓
武
天
皇
が
こ
の
法
会
を
高
く
評
価
を
称
賛
し
た
か
。
そ
の
理
由
に

つ
い
て
私
は
、
当
時
の
三
論
宗
と
法
相
宗
の
対
立
問
題
に
関
係
が
あ
る
と
考
え
る
。

『
叡
山
大
師
伝
』
に
は
、
善
議
ら
が
桓
武
天
皇
か
ら
こ
の
法
会
に
対
す
る
口
宣
を
受

け
取
っ
た
後
に
作
っ
た
謝
表
を
載
せ
て
い
る
。
善
議
の
謝
表
に
つ
い
て
、『
叡
山
大

師
伝
』
に
は
以
下
の
記
述
が
あ
る
。

【
史
料
⑭
】『
叡
山
大
師
伝
』
延
暦
二
十
一
年
（『
伝
教
大
師
全
集
』
第
五
巻
附
録
、

世
界
聖
典
刊
行
協
会
、
一
九
七
五
年
）

〔
原
文
〕勅

使
口
宣
。
製
二
謝
表
一
云
。
沙
門
善
議
等
言
。
今
月
廿
九
日
。
治
部
大
夫
正

五
位
上
和
気
朝
臣
入
鹿
奉
レ
宣

　口
勅
。（
中
略
）
聖
徳
皇
子
者
、
霊
山
之
聴

衆
、
衡
岳
之
後
身
。
請
二
経
西
鄰
一
弘
二
道
東
域
一
。
智
者
禅
師
者
、
亦
共
侍
二
霊

山
一
。
降
二

—

迹
台
岳
一
、
同
悟
二
法
華
三
昧
一
、
以
演
二
諸
仏
之
妙
旨
一
者
也
。
窃

見
二
天
台
玄
疏
一
者
、
総
二

—

括
釈
迦
一
代
之
教
一
、
悉
顕
二
其
趣
一
、
無
レ
所
レ
不
レ

通
。
独
逾
二
諸
宗
一
、
殊
示
二
一
道
一
、
其
中
所
レ
説
、
甚
深
二
妙
理
一
。
七
箇
大
寺
、

六
宗
学
生
、
昔
所
レ
未
レ
聞
、
曽
所
レ
未
レ
見
。
三
論
法
相
、
久
年
之
諍
、
渙
焉

冰
釈
、
照
然
既
明
。
猶
下
披
二
雲
霧
一
、
而
見
中
三
光
上
矣
。（
中
略
）
奉
レ
表
以
聞

247
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〔
書
き
下
し
文
〕

勅
使
が
口
宣
す
。
謝
表
を
製
し
て
云
う
。
沙
門
善
議
等
が
言
す
。「
今
月
廿
九
日
、

治
部
大
夫
正
五
位
上
和
気
朝
臣
入
鹿
、
宣
を
奉
じ
て
口
勅
す
。（
中
略
）
聖
徳

皇
子
は
、
霊
山
の
聴
衆
、
衡
岳
の
後
身
。
経
を
西
隣
よ
り
請
し
、
東
域
に
弘
道

す
。
智
者
禅
師
は
、
亦
共
に
霊
山
に
侍
す
。
台
岳
に
降
跡
し
、
同
じ
く
法
華
三

昧
を
悟
し
、
以
て
諸
仏
の
妙
旨
を
演
ず
る
者
な
り
。
窃
か
に
天
台
玄
疏
を
見
れ

ば
、
釈
迦
一
代
の
教
を
総
括
し
、
悉
く
そ
の
趣
を
顕
わ
し
、
通
ぜ
ざ
る
所
無
し
。

独
り
諸
宗
を
逾
え
、
殊
に
一
道
を
示
す
。
其
の
中
に
説
く
所
は
、
甚
だ
妙
理
を

深
く
す
。
七
箇
の
大
寺
、
六
宗
の
学
生
、
昔
よ
り
未
だ
聞
か
ざ
る
と
こ
ろ
、
曽

て
見
ざ
る
と
こ
ろ
な
り
。
三
論
法
相
、
久
年
の
諍
い
、
渙
焉
冰
釈
し
、
照
然
と

し
て
既
に
明
ら
か
な
り
。
猶
雲
霧
を
披
き
て
、
中
に
三
光
を
見
る
が
ご
と
し
。

（
中
略
）。
表
を
奉
り
て
以
て
聞
す
。」

　こ
の
史
料
の
中
に
、
注
目
す
べ
き
と
こ
ろ
が
二
つ
あ
る
と
考
え
る
。
一
つ
目
は
「
聖

徳
皇
子
は
、
霊
山
の
聴
衆
、
衡
岳
の
後
身
。
経
を
西
隣
よ
り
を
請
し
、
東
域
に
弘
道

す
。
智
者
禅
師
は
、
亦
共
に
霊
山
に
侍
す
。
台
岳
に
降
跡
し
、
同
じ
く
法
華
三
昧
を

悟
し
、
以
て
諸
仏
の
妙
旨
を
演
ず
る
者
な
り
。」
で
あ
る
。
こ
の
記
述
か
ら
、
善
議

が
智
顗
に
対
し
て
高
い
評
価
を
与
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
二
つ
目
は
「
三
論
法

相
、
久
年
の
諍
い
、
渙
焉
冰
釈
し
、
照
然
と
し
て
既
に
明
ら
か
な
り
。
猶
雲
霧
を
披

き
て
、
三
光
を
見
る
が
如
し
。」
で
あ
る
。
こ
の
記
述
か
ら
、
善
議
ら
が
三
論
宗
と

法
相
宗
の
長
年
の
争
い
が
解
消
さ
れ
た
と
述
べ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　で
は
、
な
ぜ
善
議
が
天
台
思
想
を
こ
れ
ほ
ど
高
く
評
価
し
た
か
。
田
村
晃
祐
氏
は
、

天
台
は
三
乗
思
想
を
主
張
す
る
法
相
宗
と
は
違
い
、
一
乗
思
想
を
主
張
す
る
こ
と
を

指
摘
し
た
35
。
佐
伯
有
清
氏
は
、
最
澄
が
受
け
入
れ
た
の
は
中
国
天
台
宗
の
五
時
八

教
判
で
あ
り
、
三
論
宗
の
根
本
経
典
の
『
般
若
経
』
は
第
四
時
と
さ
れ
、
高
い
評
価

を
得
て
い
る
。
ま
た
、
華
厳
宗
の
五
教
判
で
は
、
三
論
宗
の
評
価
は
法
相
宗
よ
り
も

高
い
こ
と
を
指
摘
し
た
36
。
多
く
の
学
者
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
37
、
当
時
の
三

論
宗
と
法
相
宗
の
争
い
に
お
い
て
、
法
相
宗
が
劣
勢
で
あ
っ
た
こ
と
は
広
く
知
ら
れ

て
い
る
。
善
議
は
天
台
思
想
を
高
く
評
価
す
る
こ
と
で
、
自
派
で
あ
る
三
論
宗
の
勢

力
を
強
化
し
よ
う
と
し
た
可
能
性
が
高
い
と
考
え
る
。

　更
に
、
前
掲
し
た
延
暦
二
十
一
年
正
月
十
三
日
に
桓
武
天
皇
が
発
布
し
た
勅
に
基

づ
け
ば
、
天
皇
は
法
相
宗
と
三
論
宗
の
間
に
均
衡
を
保
つ
こ
と
を
望
ん
で
い
た
と
わ

か
る
。
私
は
高
雄
法
会
お
よ
び
天
台
思
想
の
登
場
は
、
桓
武
天
皇
が
三
論
宗
の
勢
力

を
一
定
程
度
引
き
上
げ
る
と
い
う
目
的
を
果
た
す
役
割
を
担
っ
て
い
た
と
考
え
る
。

結

　
語

　以
上
の
考
察
に
よ
っ
て
、
延
暦
二
十
一
年
開
催
さ
れ
た
高
雄
法
会
は
、
単
に
天
台

教
義
を
広
め
る
た
め
の
場
に
留
ま
ら
ず
、
三
論
僧
善
議
ら
の
謝
表
の
内
容
か
ら
、
桓

武
天
皇
側
が
当
時
激
化
し
て
い
た
三
論
宗
と
法
相
宗
の
争
論
を
調
停
す
る
た
め
に
天

台
教
義
の
有
効
性
を
示
す
こ
と
を
明
ら
か
に
な
っ
た
。

　延
暦
二
十
一
年
正
月
十
九
日
の
高
雄
法
会
で
は
、
十
四
名
の
南
都
高
僧
が
講
師
と

し
て
参
加
す
る
な
か
で
、
一
介
の
最
澄
が
証
義
者
と
し
て
参
加
で
き
た
背
景
に
は
、

そ
の
時
既
に
彼
が
十
分
に
、
天
台
教
義
を
学
び
続
け
、
そ
の
理
解
が
高
僧
た
ち
か
ら

認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
た
と
え
和
気
広
世
の
推
薦
が
影
響
し
て
い
た
可

能
性
が
あ
る
と
し
て
も
、『
叡
山
大
師
伝
』
の
延
暦
二
十
一
年
九
月
の
記
述
に
載
せ

て
い
る
最
澄
の
上
表
文
か
ら
、
最
澄
が
天
台
教
義
に
既
に
取
り
組
ん
で
い
た
事
実
は

否
定
で
き
な
い
。

　ま
た
、
高
雄
法
会
の
開
催
時
期
や
関
連
す
る
史
料
を
さ
ら
に
分
析
し
た
結
果
、
和

気
広
世
が
最
澄
を
招
請
し
た
時
期
は
「
夏
終
明
日
」
と
載
せ
て
い
る
『
叡
山
大
師
伝
』

の
写
本
は
確
か
に
平
安
時
代
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
佐
伯
有
清
氏
が
指
摘
し
た
。

そ
の
た
め
、
和
気
広
世
が
最
澄
を
招
請
し
た
時
期
は
「
夏
始
明
日
」
で
は
な
く
、

「
夏
終
明
日
」
と
す
る
佐
伯
有
清
氏
の
説
が
合
理
的
だ
と
私
は
考
え
る
38
。
さ
ら
に
、

『
叡
山
大
師
伝
』
や
『
天
台
霞
標
』
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
高
雄
法
会
の
開
始
は
延
暦

二
十
一
年
正
月
十
九
日
で
あ
っ
た
と
し
て
よ
い
。
ま
た
、
高
雄
法
会
の
詳
細
を
相
談

す
る
た
め
に
、
和
気
広
世
に
よ
る
最
澄
招
請
は
延
暦
二
十
年
に
行
わ
れ
た
と
す
る
田

村
晃
祐
説
は
妥
当
だ
と
考
え
る
39
。
さ
ら
に
、
こ
の
法
会
の
開
催
に
は
、
三
論
宗
と

法
相
宗
の
争
論
を
調
停
す
る
延
暦
二
十
一
年
正
月
十
三
日
太
政
官
符
が
影
響
を
与
え

て
い
た
こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ
た
。

　桓
武
天
皇
が
高
雄
法
会
の
成
果
を
高
く
評
価
し
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
法
会
は
非
常

に
成
功
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
さ
ら
に
、【
史
料
⑬
】
の
延
暦
二
十
一
年
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桓
武
天
皇
の
勅
か
ら
、
こ
の
法
会
は
桓
武
天
皇
に
対
し
て
、
天
台
教
義
が
三
論
宗
と

法
相
宗
の
争
論
を
調
和
さ
せ
る
価
値
を
持
つ
こ
と
を
認
識
さ
せ
て
い
た
と
推
測
で
き

る
。
し
た
が
っ
て
、
桓
武
天
皇
が
最
澄
を
還
学
生
と
し
て
入
唐
さ
せ
る
こ
と
を
許
可

し
た
背
景
に
は
、
天
台
宗
を
通
じ
て
仏
教
教
団
の
調
和
と
発
展
を
促
進
す
る
意
図
が

あ
っ
た
と
考
え
る
。
こ
の
よ
う
に
、
高
雄
法
会
の
開
催
か
ら
最
澄
の
入
唐
留
学
に
至

る
過
程
に
は
、
高
雄
法
会
の
実
施
と
桓
武
天
皇
の
政
策
意
図
が
密
接
に
関
連
し
て
い

る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　本
研
究
で
は
、
高
雄
法
会
に
関
連
す
る
史
料
の
再
検
証
を
通
じ
て
、
最
澄
が
留
学

を
必
要
と
考
え
た
理
由
と
桓
武
天
皇
が
最
澄
の
留
唐
を
許
可
し
た
理
由
を
明
ら
か
に

し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
今
未
だ
明
確
に
な
っ
て
い
な
い
部
分
も
存
在
す
る
。
例
え
ば
、

最
澄
が
天
台
教
義
に
触
れ
る
契
機
が
何
で
あ
っ
た
か
な
ど
の
点
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の

課
題
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
な
る
研
究
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
。

1

　『叡
山
大
師
伝
』
の
著
者
の
一
乗
忠
に
つ
い
て
は
、
仁
忠
と
考
え
る
説
と
真
忠

と
考
え
る
説
が
あ
り
、
い
ま
だ
結
論
が
な
い
。
前
川
健
一
「『
叡
山
大
師
伝
』
の

成
立
と
仁
忠
」（『
印
度
學
佛
教
學
研
究
』、
日
本
印
度
学
仏
教
学
会
、
第
六
十
一

巻
第
二
号
、
二
〇
一
三
年
三
月
）

2

　薗
田
香
融
「
最
澄
と
そ
の
思
想
」（『
日
本
思
想
大
系
四 

最
澄
』、
岩
波
書
店
、

一
九
七
四
年
）

3

　『叡
山
大
師
伝
』（『
伝
教
大
師
全
集
』
第
五
巻
附
録
、
世
界
聖
典
刊
行
協
会
、

一
九
七
五
年
）

4

　『叡
山
大
師
伝
』（『
伝
教
大
師
全
集
』
第
五
巻
附
録
、
世
界
聖
典
刊
行
協
会
、

一
九
七
五
年
）

5

　田
村
晃
祐
「
最
澄
と
高
雄
法
会
」（『
大
乗
仏
教
か
ら
密
教
へ
：
勝
又
俊
教
博
士

古
稀
記
念
論
集
、
勝
又
俊
教
博
士
古
稀
記
念
論
文
集
刊
行
会
、
一
九
八
一
年
）、

高
木
訷
元
「
高
雄
の
天
台
法
会
と
最
澄
」（『
高
野
山
大
学
論
叢
』
第
二
十
二
巻
、

高
野
山
大
学
、
一
九
八
七
年
）、
薗
田
香
融
「
最
澄
と
そ
の
思
想
」（『
日
本
思

想
大
系
四 

最
澄
』、
岩
波
書
店
、
一
九
七
四
年
）、
佐
伯
有
清
『
若
き
日
の
最

澄
と
そ
の
時
代
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
四
年
）

6

　『叡
山
大
師
伝
』（『
伝
教
大
師
全
集
』
第
五
巻
附
録
、
世
界
聖
典
刊
行
協
会
、

一
九
七
五
年
）

7

　『叡
山
大
師
伝
』（『
伝
教
大
師
全
集
』
第
五
巻
附
録
、
世
界
聖
典
刊
行
協
会
、

一
九
七
五
年
）

8

　田
村
晃
祐
『
最
澄
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
八
年
）

9

　大
久
保
良
峻
『
伝
教
大
師 

最
澄
』（
法
蔵
館
、
二
〇
二
一
年
）

10

　『唐
大
和
上
東
征
伝
』（
淡
海
三
船
著
・
蔵
中
進
編
、
和
泉
書
院
、
一
九
七
九
年
）

11

　薗
田
香
融
「
最
澄
と
そ
の
思
想
」（『
日
本
思
想
大
系
四 

最
澄
』、
岩
波
書
店
、

一
九
七
四
年
）、
田
村
晃
祐
「
最
澄
と
高
雄
法
会
」（『
大
乗
仏
教
か
ら
密
教
へ
：

勝
又
俊
教
博
士
古
稀
記
念
論
集
、
勝
又
俊
教
博
士
古
稀
記
念
論
文
集
刊
行
会
、

一
九
八
一
年
）、
高
木
訷
元
「
高
雄
の
天
台
法
会
と
最
澄
」（『
高
野
山
大
学
論
叢
』

第
二
十
二
巻
、
高
野
山
大
学
、
一
九
八
七
年
）

12

　佐
伯
有
清
『
若
き
日
の
最
澄
と
そ
の
時
代
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
四
年
）、

高
木
訷
元
「
高
雄
の
天
台
法
会
と
最
澄
」（『
高
野
山
大
学
論
叢
』
第
二
十
二
巻
、

高
野
山
大
学
、
一
九
八
七
年
）、
田
村
晃
祐
「
最
澄
と
高
雄
法
会
」（『
大
乗
仏

教
か
ら
密
教
へ
：
勝
又
俊
教
博
士
古
稀
記
念
論
集
、
勝
又
俊
教
博
士
古
稀
記
念

論
文
集
刊
行
会
、
一
九
八
一
年
）

13

　薗
田
香
融
「
最
澄
と
そ
の
思
想
」（『
日
本
思
想
大
系
四 

最
澄
』、
岩
波
書
店
、

一
九
七
四
年
）、
高
木
訷
元
「
高
雄
の
天
台
法
会
と
最
澄
」（『
高
野
山
大
学
論
叢
』

第
二
十
二
巻
、
高
野
山
大
学
、
一
九
八
七
年
）、
大
久
保
良
峻
『
伝
教
大
師 

最

澄
』（
法
蔵
館
、
二
〇
二
一
年
）、
佐
伯
有
清
『
若
き
日
の
最
澄
と
そ
の
時
代
』

（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
四
年
）、
大
久
保
良
峻
『
伝
教
大
師 

最
澄
』（
法
蔵
館
、

二
〇
二
一
年
）

14

　田
村
晃
祐
「
最
澄
と
高
雄
法
会
」（『
大
乗
仏
教
か
ら
密
教
へ
：
勝
又
俊
教
博
士

古
稀
記
念
論
集
、
勝
又
俊
教
博
士
古
稀
記
念
論
文
集
刊
行
会
、
一
九
八
一
年
）

15

　田
村
晃
祐
『
最
澄
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
八
年
）

16

　薗
田
香
融
『
日
本
古
代
仏
教
の
伝
来
と
受
容
』（
塙
書
房
、
二
〇
一
六
年
）

17

　佐
伯
有
清
『
若
き
日
の
最
澄
と
そ
の
時
代
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
四
年
）、

佐
伯
有
清
氏
は
「
夏
終
明
日
」
を
載
せ
て
い
る
『
叡
山
大
師
伝
』
の
写
本
が

存
在
す
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
ま
た
、
序
文
の
伝
教
大
師
伝
序
に
宝
永
元
年

（
一
七
〇
四
）
八
月
初
四
日
付
け
で
「
比
叡
山
西
塔
院
東
渓
沙
門
秀
雲
謹
書
」
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最澄の入唐と高雄法会

と
あ
る
「
叡
山
大
師
伝
」
の
版
本
（
龍
谷
大
学
大
宮
図
書
館
所
蔵
）
に
は
、
該

当
の
箇
所
が
「
夏
終
明
日
」
と
な
っ
て
お
り
、
江
戸
時
代
の
時
点
で
異
説
が
あ
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
。

18

　塩
入
亮
忠
『
伝
教
大
師
』（
傳
教
大
師
奉
讃
會
、
一
九
三
七
年
）

19

　佐
伯
有
清
『
伝
教
大
師
伝
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
二
年
）

20

　薗
田
香
融
「
最
澄
と
そ
の
思
想
」（『
日
本
思
想
大
系
四 

最
澄
』、
岩
波
書
店
、

一
九
七
四
年
）

20

　田
村
晃
祐
「
最
澄
と
高
雄
法
会
」（『
大
乗
仏
教
か
ら
密
教
へ
：
勝
又
俊
教
博
士

古
稀
記
念
論
集
、
勝
又
俊
教
博
士
古
稀
記
念
論
文
集
刊
行
会
、
一
九
八
一
年
）

21

　田
村
晃
祐
『
最
澄
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
八
年
）

22

　田
村
晃
祐
「
最
澄
と
高
雄
法
会
」（『
大
乗
仏
教
か
ら
密
教
へ
：
勝
又
俊
教
博
士

古
稀
記
念
論
集
、
勝
又
俊
教
博
士
古
稀
記
念
論
文
集
刊
行
会
、
一
九
八
一
年
）

23

　川
副
武
胤
は
、
こ
こ
に
記
載
さ
れ
て
い
る
和
気
広
虫
の
延
暦
十
七
年
に
お
け
る

死
亡
時
期
が
、『
日
本
後
紀
』
延
暦
十
八
年
正
月
乙
丑
条
に
載
せ
る
死
亡
時
期

と
異
な
る
た
め
、
和
気
広
虫
の
死
亡
年
を
断
定
で
き
な
い
と
指
摘
し
た
（
川

副
武
胤
「
和
気
広
虫
伝
私
考
―
景
雲
詔
・
延
暦
薨
伝
及
び
光
明
子
に
帰
す
べ

き
悲
田
院
の
事
業
の
こ
と
」（
南
都
佛
教
研
究
會
、
奈
良
：
東
大
寺
図
書
館
、

一
九
七
三
年
六
月
））。
一
方
で
、
黒
板
伸
夫
・
森
田
悌
は
、
正
四
位
上
で
の
和

気
広
虫
の
死
亡
に
「
薨
」
と
い
う
字
を
使
用
す
る
の
は
適
切
で
は
な
く
、
正
し

い
の
は
「
卒
」
を
使
用
す
る
こ
と
で
あ
る
た
め
、
こ
こ
で
の
記
述
は
誤
り
で
あ

る
と
指
摘
し
た
（
黒
板
伸
夫
・
森
田
悌
編
、『
日
本
後
紀
』、
集
英
社
、
二
〇
〇

三
）。
こ
こ
で
は
黒
板
伸
夫
・
森
田
悌
説
に
従
う
。

24

　薗
田
香
融
「
最
澄
と
そ
の
思
想
」（『
日
本
思
想
大
系
四 

最
澄
』、
岩
波
書
店
、

一
九
七
四
年
）、『
叡
山
大
師
伝
』（『
伝
教
大
師
全
集
』
第
五
巻
附
録
、
世
界
聖

典
刊
行
協
会
、
一
九
七
五
）

25

　佐
伯
有
清
『
若
き
日
の
最
澄
と
そ
の
時
代
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
四
年
）、

大
久
保
良
峻
、『
伝
教
大
師 

最
澄
』（
法
蔵
館
、
二
〇
二
一
年
）

26

　『日
本
後
紀
』
弘
仁
三
年
（
一
八
四
四
年
）
八
月
戊
申
（
廿
三
）
条
（『
國
史
大

系
』、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇
）

27

　『性
霊
集
』
巻
第
十
「
故
贈
僧
正
勤
操
大
徳
影
賛
并
序
東
大
寺
沙
門
大
僧
都
御

文
」（『
弘
法
大
師
空
海
全
集
』
六
、
筑
摩
書
房
、
一
九
八
四
年
）

28

　『興
福
寺
別
当
次
第
』
巻
之
第
一
「
修
円
大
僧
都
」（『
大
日
本
仏
教
全
書
』

一
二
四
、
仏
書
刊
行
会
、
一
九
一
二
年
―
一
九
二
二
年
）

29

　『元
亨
釈
書
』（『
大
日
本
仏
教
全
書
』
一
〇
一
、
仏
書
刊
行
会
、
一
九
一
二
年
―

一
九
二
二
年
）

30

　佐
伯
有
清
『
若
き
日
の
最
澄
と
そ
の
時
代
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
四
年
）

31

　薗
田
香
融
「
最
澄
と
そ
の
思
想
」（『
日
本
思
想
大
系
四 

最
澄
』、
岩
波
書
店
、

一
九
七
四
年
）

32

　薗
田
香
融
「
最
澄
と
そ
の
思
想
」（『
日
本
思
想
大
系
四 

最
澄
』、
岩
波
書
店
、

一
九
七
四
年
）

33

　薗
田
香
融
「
最
澄
と
そ
の
思
想
」（『
日
本
思
想
大
系
四 

最
澄
』、
岩
波
書
店
、

一
九
七
四
年
）

34

　田
村
晃
祐
「
最
澄
教
学
の
研
究
」（『
印
度
哲
学
仏
教
学
』、
北
海
道
印
度
哲
学

仏
教
学
会
、
一
九
九
二
年
）

35

　佐
伯
有
清
『
若
き
日
の
最
澄
と
そ
の
時
代
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
四
年
）

36

　田
村
晃
祐
「
最
澄
教
学
の
研
究
」（『
印
度
哲
学
仏
教
学
』、
北
海
道
印
度
哲
学

仏
教
学
会
、
一
九
九
二
年
）、
佐
伯
有
清
『
若
き
日
の
最
澄
と
そ
の
時
代
』（
吉

川
弘
文
館
、
一
九
九
四
年
）

38

　佐
伯
有
清
『
若
き
日
の
最
澄
と
そ
の
時
代
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
四
年
）

39

　田
村
晃
祐
「
最
澄
と
高
雄
法
会
」（『
大
乗
仏
教
か
ら
密
教
へ
：
勝
又
俊
教
博
士

古
稀
記
念
論
集
、
勝
又
俊
教
博
士
古
稀
記
念
論
文
集
刊
行
会
、
一
九
八
一
年
）
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